
 

議案第９３号  

 

相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例及び相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業 

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介 

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例について 

相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例及び相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２８年５月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例及び相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業 

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介 

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例 

(相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正) 

第１条 相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例(平成２４年相模原市条例第８５号)の一部を次のように改正する。 

  第８３条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中

欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中「指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所」の次に「、指定地域密着型通所介護事業所」を加える。 

(相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部改正) 



 

第２条 相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例(平成２４年相模原市条例第８７号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第４５条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷

地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中「以下同じ。)」の次に

「、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第６０条

の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)」を加える。 

第８７条中「から第３９条」の次に「（第５項を除く。)」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平

成２８年厚生労働省令第５３号)による指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準(平成１８年厚生労働省令第３４号)及び指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成１８年

厚生労働省令第３６号)の改正に伴う従業者の員数等に係る規定の改正その他所

要の改正をいたしたく提案するものである。 



 

議案第９３号関係資料 

 

相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例及び相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業 

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介 

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の改正の 

概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正(第１条関係) 

指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内にある施設等であって当該

事業所の従業者である看護師又は准看護師が兼務することができるものに指定

地域密着型通所介護事業所を追加するもの 

※ 指定小規模多機能型居宅介護 

利用者(要介護認定)が可能な限り自立した日常生活を送ることができる

よう、利用者の選択に応じて、施設への通いを中心として、短期間の宿泊

及び利用者の自宅への訪問を組み合わせ、家庭的な環境及び地域住民との

交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機

能訓練を受けるサービスをいう。 

※ 指定地域密着型通所介護 

利用定員１８人以下の事業所で、利用者が日帰りで食事、入浴等の日常

生活上の支援や機能訓練を受けるサービスをいう。 

（２）相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部改正(第２条関係) 

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内にある施設等であ

って当該事業所の従業者である看護師又は准看護師が兼務することができるも

のに指定地域密着型通所介護事業所を追加するもの 

※ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 

利用者(要支援認定)が可能な限り自立した日常生活を送ることができる



 

よう、利用者の選択に応じて、施設への通いを中心として、短期間の宿泊

及び利用者の自宅への訪問を組み合わせ、家庭的な環境及び地域住民との

交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機

能訓練を受けるサービスをいう。 

２ 施行期日 

公布の日 

 

 



議案第９４号  

 

相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び相 

模原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例について 

相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び相模原市家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

 

  平成２８年５月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び相 

模原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例 

 (相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正) 

第１条 相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 

２４年相模原市条例第７５号)の一部を次のように改正する。 

  第４５条第８号イの表２階の部避難用の款１の項及び３階の部避難用の款１の

項中「同条第３項第２号、第３号及び第９号」を「同条第３項第３号、第４号及

び第１０号」に改め、同表４階以上の部避難用の款１の項中「外気に向かって開

くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第３項第１号に規定する国土交通大臣

が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められる

ものに限る。)を有する付室」を「付室(階段室が同条第３項第２号に規定する構

造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)」に、「同項

第２号、第３号及び第９号」を「同項第３号、第４号及び第１０号」に改める。 

 (相模原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正) 

第２条 相模原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平

成２６年相模原市条例第４８号)の一部を次のように改正する。 



  第２９条第７号イの表４階以上の階の部避難用の款１の項及び第４４条第７号

イの表４階以上の階の部避難用の款１の項中「外気に向かって開くことのできる

窓若しくは排煙設備(同条第３項第１号に規定する国土交通大臣が定めた構造方

法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)

を有する付室」を「付室(階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有する場

合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)」に、「同項第２号、第３

号及び第９号」を「同項第３号、第４号及び第１０号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年６月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和２３年厚生省令第６３号)及び

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成２６年厚生労働省令第６１

号)の改正に伴う保育室等を設ける場合の避難用の施設又は設備に係る規定の改

正をいたしたく提案するものである。 



議案第９４号関係資料 

 

相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び相 

模原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改 

正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

(第１条関係) 

保育所において保育室等を４階以上に設ける場合に、避難用の設備として特

別避難階段に準ずる屋内避難階段を設置し、階段室に通じる付室を設けるとき

における当該階段室又は付室の構造については、国土交通大臣が定めた構造方

法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとするもの 

（２）相模原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正(第２条関係) 

小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う事業所において保育室等を４階

以上に設ける場合に、避難用の設備として特別避難階段に準ずる屋内避難階段

を設置し、階段室に通じる付室を設けるときにおける当該階段室又は付室の構

造については、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣

の認定を受けたものとするもの 

２ 施行期日 

  平成２８年６月１日 



議案第９５号  

 

相模原市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

 相模原市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２８年５月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例 

相模原市立学校の設置に関する条例(昭和３９年相模原市条例第３０号)の一部を

次のように改正する。 

別表第２相模原市立青根小学校の項中「相模原市緑区青根１３３１番地」を「相

模原市緑区青根１９２６番地」に改める。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

  相模原市立青根小学校の校舎焼失に伴い、同校の位置を相模原市立青根中学校

の位置に変更いたしたく提案するものである。 



議案第９５号関係資料 

 
 

案 内 図 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設の概要 

区   分 移 転 前 移 転 後 

位   置 相模原市緑区青根１３３１番地 相模原市緑区青根１９２６番地 

構   造 木造２階建 
鉄筋コンクリート造 

地下１階地上３階建 

延べ床面積 １，４２２㎡ ２，２０６㎡ 

 

 

青 根 

相模原市立青根小学校(移転前) 
相模原市立青根中学校 
相模原市立青根小学校(移転後) 

青根出張所  

牧 野 



配 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

プール 
屋内運動場 

教室棟 

コミュニティ 
施設棟 

運動場 

体育倉庫 

備蓄倉庫 

プール専用付属室 

正門 



地下１階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

受水槽室 受変電室 

小荷物専用昇降機 

給食受室 

シャッター 

作業室 

理科室 準備室 ＰＣ室 技術科室 

玄関 

小荷物専用昇降機 物入 

女子便所 男子便所 

保健室 

更衣室 

倉庫 

更衣室 

更衣室 

暗室 更衣室 



２階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当面の措置として、会議室を小学校校長室に、教材室を小学校職員室に、普通教室を小学校

普通教室に転用 

 

３階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市立青根小学校使用部分 

 

 

図書室 

女子便所

男子便所 

美術室 準備室 準備室 音楽室 調理室 被服室 準備室 収納庫 

収納庫 

職員室 

男子便所 

印刷室

校長室 校長室 職員室 普通教室 普通教室 普通教室 相談室 

放送室 

屋根 

屋根 

物入 

女子便所 

凡 例 

小荷物専用昇降機 

小荷物専用昇降機 



                              議案第９６号  

 

   監査委員の選任について 

次の者を、本市監査委員に選任したいので同意されたい。 

 

平成２８年５月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

住     所 氏     名 生 年 月 日 

相模原市南区上鶴間 

１丁目１２番２７号 
加 藤 明 徳 昭和３２年８月３０日 

 

提案の理由 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９６条第１項の規定により、議会の

同意を得る必要による。 

 



                              議案第９７号  

 

   監査委員の選任について 

次の者を、本市監査委員に選任したいので同意されたい。 

 

平成２８年５月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

住     所 氏     名 生 年 月 日 

相模原市南区大野台 

７丁目２９番３７号 
寺 田 弘 子 昭和２８年７月１９日 

 

提案の理由 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９６条第１項の規定により、議会の

同意を得る必要による。 

 


